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国民健康保険事業に対する国庫負担金の増額を求める意見書 

 

 国民健康保険税の負担が、国民健康保険加入者の家計に重くのしかかっている。 

国民健康保険財政に占める国庫負担金の割合は、1982 年までは総医療費の 45％だったが、

1983 年に医療給付費の半分ほどに変更された。 

これは総医療費の38.5％にあたり、自治体と国保加入者の負担が増大した要因となった。 

 2013 年度では、自治体国保財政への国庫負担金は 20％台にまで引き下げられ、一層厳し

くなっている。 

 国民健康保険法第４条は、「国は国民健康保険事業の運営が健全に行われるように努めな

ければならない」と国の責務を規定している。よって全国的に苦しい財政運営を余儀なく

されている国民健康保険事業に対する国庫負担金の増額を求める。 

 

 以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。 
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厚生労働大臣 
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